
・診断書は何枚必要？ 
 

  医師に作成してもらう診断書の枚数は、請求する傷病と請求パターンによって異なります。 

診断書の作成を依頼する前に請求方法を決めておきましょう。 

 

 

 

 

①障害認定日から１年以内に請求するとき 診断書：１枚 

②障害認定日から１年以上過ぎてから請求するとき 診断書：２枚 

③事後に重症化して請求するとき 診断書：１枚 

 

①は、障害認定月の翌月分から支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

初診日     障害認定日               請求日 

 

 

 

②は、障害認定月の翌月分から支給されます。ただし、請求日より５年以上前の分は支給されま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

初診日     障害認定日                     請求日 

 

 

請求パターンと診断書の枚数 

１年以内 

 

【３ヶ月以内の現症のもの】 

１年以上経過 

 

【３ヶ月以内の現症のもの】 
【３ヶ月以内の現症のもの】 

 



 

③は、請求月の翌月分から支給されます。 

 

 

 

 

 

初診日     障害認定日               請求日    ６５歳 

 

障害等級に

不該当 

【３ヶ月以内の現症のもの】 

 


